
1

（１）「訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業」
訪問看護師・訪問介護員の安全確保のために2人以上で利用者宅を訪問

する必要がある場合、その費用の一部を補助。令和２年度以降は補助単価
を拡充。
・補助基準額の例 訪問看護・介護予防訪問看護30分未満 2,540円/回

（拡充）30分以上 4,020円/回
・補助額 補助基準額の1/3を県、1/3を市が補助

（２）「事業所におけるハラスメント対策の取り組みに対する費
用補助事業」

1人訪問時の安全対策に必要な経費として、警備保障会社によるセキュ
リティシステム導入に必要な機器購入費の一部補助事業を令和２年度より
実施。

補助対象：訪問看護事業所、介護予防訪問看護事業所、訪問介護事業所、
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

補助基準額：21,500円/事業所（補助基準額の1/3を県、1/3を市が補助）

安全確保対策事業（兵庫県との連携事業）
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安全確保対策事業（啓発チラシ）
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令和4年度 介護人材確保策

事業名 実施内容

初任者研修補助
（令和4年度 新規施策）

介護人材確保のため、介護職員初任者研修を修了し、神戸市内の福祉サービス事
業所にて介護職員として３ヶ月就労継続した場合、研修受講費の一部を補助する。
※補助上限額：対象職員１人当たり 50,000円（補助率１/２）

「コウベdeカイゴ」の
わかりやすい情報発信

（令和4年度 新規施策）

介護職の魅力向上及び介護人材確保のため、神戸市の福祉応援プロジェクト「コ
ウベdeカイゴ」や介護職員を対象とした補助金等の情報をわかりやすくまとめた
ホームページを作成し、SNS等も活用しつつ、国内外に向けて情報発信を行う。

新規採用介護職員
に関する

住宅手当補助

介護人材確保を支援するため、新たに介護職員を採用した法人に対し、住宅手当
支給額等の一部を補助。
※補助上限額：対象職員１人当たり14,000円/月（最長３年・補助率１/２）

潜在介護士再就職支援
事業

介護福祉士資格所持者等の復職を促進するため、復職検討者を対象に、制度改正
動向、移動介助、着脱介助、排泄介助等、知識や技術について講習会・就職相談会
を実施。

ひょうご外国人介護実習
支援センターへの

専門員配置

外国人介護人材の受け入れを促進するため、ベトナム等各国の送り出し機関等と
連携して実習生の受入れ業務を行う国際調整専門員を、ひょうご外国人介護実習支
援センターに配置する経費を県とともに補助。
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BCP（業務継続計画）策定について

１ 介護事業所におけるBCP（業務継続計画）策定の義務化

「令和3年度介護報酬改定」より
“感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる
体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた
計画等の策定、研修の実施、訓練（シミュレーション）の実施等を義務づける”
“３年間の経過措置期間を設けることとする”

２．厚生労働省ホームページにおける研修動画とガイドラインの公開
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html

厚生労働省のホームページにおいて、「総論」「共通編」に加えて「入所系・訪問系・
通所系」それぞれのサービスに即した内容の研修動画を掲載。
同じページにおいて、「業務継続ガイドライン」「様式ツール集」「ひな形」を公開中。

３．策定のポイントと神戸市の状況

〇「様式ツール集」：“緊急連絡網”（様式２・５）や“業務レベル分類”（様式７）

〇自然災害に対しては、事業所所在地ハザードマップの再確認を

〇職員の通勤経路・所要時間についても再確認

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html

